
参考資料 

 

会議の非公開について（情報公開条例）  

 

 

第８条（行政文書の開示義務）  

第１項  

実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に次の各号

に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当

該行政文書を開示しなければならない。  

（３）法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行

政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって，公開することにより，当

該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益が損なわ

れると認められるもの。ただし，事業活動によって生じ，又は生ずるお

それのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するた

め，公開することが必要であると認められる情報を除く。  

（６）県（中略）の事務事業に係る意思形成過程において行われる県の機関

内部（中略）における審議，検討，調査，研究等に関する情報であって，

公開することにより，当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意

思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの  

 

 

第１９条（会議の公開） 

  実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議（法令の規定

により公開することができないとされている会議を除く。）は，公開するものと

する。ただし，次に掲げる場合にあって当該会議の構成員の３分の２以上の多

数で決定したときは，非公開の会議を開くことができる。  

  （１）非開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う

会議を開催する場合  


